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は
じ
め
に

吏
民
が
逃
亡
し
て
満
一
年
に
な
れ
ば
耐
。
一
年
未
満
で
あ
れ
ば
繋
城
旦
舂
。
‥
‥

張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
一
五
七①

こ
れ
は
張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
に
見
え
る
逃
亡
罪
の
規
定
で
あ
る
。
逃
亡
罪
が

規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、漢
王
朝
は
民
を
本
籍
地
（
戸
籍
登
録
地
）
に
縛
り
付
け
、

そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
防
ご
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
規
定
で
は
逃
亡
日

数
が
一
年
に
達
し
な
い
場
合
は
繋
城
旦
舂
に
処
す
と
あ
る
の
で
、
民
は
一
日
も
本
籍

地
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

実
際
は
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
民
は
自
分
の
本
籍
の
あ
る
郷
に
申
し
出
て

通
行
証
を
取
得
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
一
一
ヶ
月
を
か
け
て
長
安
か
ら
居
延
ま
で
移
動

す
る
こ
と
も
で
き
た②
の
で
あ
り
、
こ
の
規
定
は
あ
く
ま
で
そ
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏

ま
ず
に
本
籍
地
を
離
脱
し
た
場
合
の
科
罰
規
定
で
あ
る
。

漢
代
に
北
西
辺
境
の
長
城
線
に
設
置
さ
れ
た
肩
水
金
関
の
遺
址
か
ら
は
、

一
九
三
〇
年
代
と
一
九
七
〇
年
代
の
二
度
に
亘
っ
て
計
一
二
〇
〇
〇
点
を
超
え
る
簡

牘
が
出
土
し
た③
。
肩
水
金
関
は
そ
の
名
の
通
り
関
所
で
あ
っ
た
た
め
、
出
土
し
た
簡

牘
に
は
多
く
の
通
行
証
お
よ
び
そ
の
写
し
が
含
ま
れ
て
い
た
。こ
の
出
土
を
承
け
て
、

漢
代
の
通
行
証
に
つ
い
て
数
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
た④
。
そ
れ
ら
の
研
究
に
お
い

て
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
が
分
析
さ
れ
、
通
行
証
取
得
の
手
続
き
や
取
得
の
た
め

の
資
格
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
通
行
証
自
体
の
研
究
は
進
展
し
た
も
の
の
、
金
関
を
民
が
通
過
す
る

場
合
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
検
察
が
金
関
で
行
わ
れ
た
の
か
は
、
実
の
と
こ
ろ
余

り
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
通
行
証
申
請
時
点
で
の
審
査
は
通
関
時
の
検
察
と

同
じ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
金
関
で
も
検
察
の
一
環
と
し
て
通
行
証
の
点
検
と
写

し
の
作
成
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
の
写
し
か
ら
は
そ
れ

以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
幸
い
な
こ
と
に
、
金
関
で
は
通
行
証
の
写
し
を
作
成

す
る
と
と
も
に
、
ど
こ
の
誰
が
何
を
携
行
し
て
何
時
金
関
を
出
入
し
た
か
を
記
録
し

た
通
関
名
籍
も
作
成
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
通
関
名
籍
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
通
関

時
に
ど
の
よ
う
に
検
察
が
行
わ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

ま
で
も
、
通
関
名
籍
を
考
察
対
象
と
し
た
研
究
は
行
わ
れ
て
き
た⑤
が
、
一
九
七
〇
年

代
に
肩
水
金
関
遺
址
で
発
見
さ
れ
た
簡
牘
の
図
版
が
全
て
刊
行
さ
れ
た
の
が

二
〇
一
六
年
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
以
前
の
研
究
で
は
金
関
遺
址
出
土
の
通
関
名
籍

の
ご
く
一
部
し
か
考
察
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
金
関
遺
址
出
土
簡
の

全
簡
公
表
を
承
け
て
、
現
在
で
は
金
関
遺
址
出
土
の
通
関
名
籍
を
悉
皆
的
に
考
察
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の
準
備
作
業
と
し
て
、
民
が
金
関
を
通
過
す
る
た
め
に

使
用
し
た
通
行
証
お
よ
び
そ
の
発
給
手
続
な
ど
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
と
共
に
、

民
の
金
関
通
過
に
際
し
て
通
関
名
籍
が
ど
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
の
か
の
具
体
的
復

原
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。

漢
代
の
民
用
通
行
証
と
通
関
名
籍

―
肩
水
金
関
遺
址
出
土
通
関
名
籍
分
析
の
た
め
の
予
備
作
業

―

鷹　

取　

祐　

司
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一　

民
の
移
動
に
必
要
な
通
行
証

金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
は
、
そ
の
自
称
や
定
型
文
言
に
よ
っ
て
、
①
「
符
」、
②

「
伝
」、
③
「
致
」、
④
「
偃
検
」、
⑤
毋
苛
留
止
通
行
証
、
⑥
当
舎
伝
舎
通
行
証
、
⑦

書
到
出
入
通
行
証
の
七
種
類
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る⑥
。
そ
の
う
ち
、
当
舎
伝
舎

通
行
証
の
発
給
対
象
は
吏
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
民
に
よ
る
使
用
例
は
確
認
で
き
な

い⑦
の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
当
舎
伝
舎
通
行
証
以
外
の
民
が
使
用
し
た
通

行
証
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
先
ず
は
符
か
ら
。

金
関
遺
址
出
土
の
符
に
は
出
入
符
、
家
属
符
、
亭
長
符
、
隧
長
符
が
見
え
る
が
、

出
入
六
寸
符⑧
は
吏
の
使
用
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う⑨
で
、
民
が
使
用
し
て
い
た
の
は
そ

れ
以
外
の
符
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
よ
う
。

1　

橐
他
候
官
與
肩
水
金
關
爲
吏
妻
子
葆
庸
出
入
符
。
齒
十
、

從
第
一
至
百
。
左
居
官
、
右
移
金
關
。
葆
合
以
從
事　
　

第
卅
一

 
73E

JT24:19

2　

肩
水
廣
地
候
長
李
勝
之
與
金
關　
　
　

從
者
綏
彌
縣
常
利
里
勝
延
年

爲
出
入
符
。
牛
車
二
兩
。
符
第
百　
　

從
者
綏
彌
縣
敬
老
里
苗
彊

 
73E

JT26:27

3　

橐
他
置
佐
昭
武
便
處
里
審
長　

妻
大
女
至
、
年
卅
五　
　
　

牛
車
一
兩

建
平
二
年
家
屬
符　
　
　
　
　

子
小
女
侯
、
年
四　
　
　
　

用
牛
四
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
小
男
小
奴
、
年
一
歲

 
73E

JT37:175

4　

永
光
四
年
正
月
己
酉　
　
　

妻
大
女
昭
武
萬
歲
里
孫
弟
卿
、
年
廿
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
小
女
王
女
、
年
三
歲

橐
他
延
壽
隊
長
孫
晦
符　
　

弟
小
女
耳
、
年
九
歲　
　
　
　
　
　
　
　

皆
黑
色

 
29

・1

（A32

）

5　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兄
子
昭
武
萬
歲
里

初
元
四
年
正
月
庚
申　
　

□
妻
觻
得
□

橐
他
馳
馬
亭
長
孫
猛
符　

子
小
女
□
耳
、
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
小
男
建
□

 
73E

JT31:40

簡
1
は
文
言
が
出
入
六
寸
符
と
類
似
し
て
い
て
、出
入
六
寸
符
の
「
爲
出
入
六
寸
符
」

部
分
が
「
爲
吏
妻
子
葆
庸
出
入
符
」
と
な
っ
て
い
る
点
お
よ
び
作
成
年
月
日
の
記
載

の
無
い
点
が
異
な
る
。
そ
の
文
言
か
ら
、
橐
他
候
官
所
属
の
吏
の
妻
子
お
よ
び
葆⑩
が

肩
水
金
関
を
通
過
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
符
と
わ
か
る
。
簡
2
は
広
地
候
長
が
肩
水

金
関
と
の
間
で
作
成
し
た
符
で
、
通
過
者
と
し
て
従
者
二
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
広

地
候
官
は
金
関
よ
り
北
、
従
者
の
本
籍
地
で
あ
る
綏
弥
県
は
酒
泉
郡⑪
な
の
で
、
簡
2

は
広
地
候
官
管
内
と
酒
泉
郡
綏
弥
県
と
の
間
を
行
き
来
す
る
際
に
肩
水
金
関
を
通
過

す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
牛
車
二
両
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
従
者
二
名
が
牛
車
で
物
資
を
運
ぶ
際
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

簡
3
は
「
家
属
符
」、
簡
4
は
「
隊
（
隧
）
長
孫
晦
符
」、
簡
5
は
「
亭
長
孫
猛
符
」

と
記
さ
れ
る
が
、
記
載
内
容
に
特
に
相
違
点
は
無
い
の
で
、
吏
の
肩
書
き
な
ど
に
よ

る
表
記
の
違
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
は
妻
子
や
馬
牛
・
車
の
記
載
が

あ
る
の
で
、
吏
の
家
属
が
金
関
を
通
過
す
る
た
め
に
発
給
さ
れ
た
も
の
と
わ
か
る
。

簡
3
〜
5
の
三
例
に
は
吏
の
血
縁
者
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
亭
長
符
で
あ
る

次
掲
の
簡
6
に
は
葆
が
、
書
式
が
若
干
異
な
る
が
簡
7
に
は
、
妻
子
に
加
え
て
葆
も

記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
符
に
よ
っ
て
吏
の
家
属
や
葆
は
金
関
を
通
過
で

き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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6　

五
鳳
四
年
六
月
戊
申

橐
他
故
駮
亭
長
符
（
上
段
）

  
亭
長
閻
得
葆
昭
武
破
胡
里
公
乘
王
延
年
、
年
廿
八
歲
、
長
七
尺
五
寸　

皆
黑
色

葆
觻
得
承
明
里
大
夫
王
賢
、
年
十
五
歲
、
長
七
尺　
　
　
　
　
　
　
　

入
出
止

葆
昭
武
破
胡
里
大
女
秋
、
年
十
八
歲　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
段
）

 
73E

JT37:1376+656

⑫

7　
　
　
　

後
起
隧
長
逢
尊
妻
居
延
廣
地
里
逢
廉
、
年
卅
五

廣
地　

子
小
女
君
曼
、
年
十
一
歲　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
車
一
兩

　
　
　

葆
聟
居
延
龍
起
里
王
都
、
年
廿
二　
　
　
　
　
　

用
馬
二
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

用
牛
二　
　
（
正
面
）

…
…　
　
（
側
面
） 

73E
JT6:41

こ
の
よ
う
な
符
に
記
載
さ
れ
る
の
は
、
家
属
や
葆
・
従
者
と
い
っ
た
吏
と
特
定
の

関
係
の
あ
る
者
に
限
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
特
定
の
関
係
を
持
た
な
い
民
は
符

に
は
見
え
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
符
は
民
の
う
ち
で
吏
と
特
定
の
関
係
に
あ
る
家

属
や
葆
・
従
者
に
限
っ
て
発
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
吏
と
の

特
定
の
関
係
を
持
た
な
い
一
般
の
民
が
用
い
た
通
行
証
が
伝
で
あ
る⑬
。

8　

  

始
建
國
元
年
八
月
庚
子
朔
乙
巳
、
南
鄕
有
秩
博
敢
言
之
。
悉
意
虞
章
自
言
、
爲

　

＝
家
私
使
之
居
延
、
願
以
令
取
傳
。
謹
案
、

章
年
卅
六
、
爵
公
乘
如
牒
。
章
毋
官
獄
徵
事
、
當
得
以
令
取
傳
。
謁
移
居
延
縣

　

＝
索
津
關
、
出
入
、
毋
苛
留
止
。

如
律
令
。
／
八
月
乙
巳
、
觻
得
長
・
守
丞
襃
移
過
所
。
寫
移
。
如
律
令
。　

掾

　

＝
戎
・
守
令
史
商 

73E
JF3:175+219+583+196+407

こ
れ
は
、
張
掖
郡
觻
得
県
南
郷
悉
意
里
に
本
籍
の
あ
る
虞
章
が
、「
爲
家
私
使
之
居

延
」
と
あ
る
よ
う
に
、
私
的
な
要
件
で
居
延
に
赴
く
た
め
に
申
請
し
取
得
し
た
伝
で

あ
る
。
次
の
伝
に
は
「
爲
家
私
市
張
掖
・
酒
泉
郡
界
中
」
と
あ
る
の
で
私
的
な
商
売

の
た
め
の
伝
を
申
請
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

9　

  

□
康
元
年
十
月
壬
寅
朔
庚
午
、
都
鄕
佐
恩
敢
言
之
。
狐
山
里
張
輔
・
安
樂
里
祝

　

＝
幸
之
自
言
、
爲
家
私
市
張
掖
・
酒
泉

郡
界
中
。
持
牛
二
・
車
二
兩
。
謹
案
、
輔
・
幸
之
毋
官
獄
徵
事
、
當
以
令
所
傳
。

　

＝
謁
移
過
所
縣
道
河
津
、
毋
苛
留
止
。

敢
言
之
。
十
月
、
居
延
、
庚
午
、
守
丞
右
尉
充
國
移
過
所
縣
道
津
關
。
毋
苛
留

　

＝
止
。
如
律
令
。
／
掾
萬
年
・
佐
安
世 

（
正
）

牛
錢
少
十
一

侯
奴
屬
十

許
子
方
共
酒
廿
七

□
□
謹
使
使
受
教
須
爲
尹
計　
（
背
） 

73E
JT25:15

金
関
遺
址
出
土
の
伝
で
は
簡
9
の
よ
う
な
私
的
な
商
売
を
す
る
た
め
に
申
請
さ
れ
た

例
が
多
い
が
、
次
の
伝
は
吏
と
し
て
勤
務
す
る
家
属
に
衣
用
を
届
け
る
た
め
に
申
請

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

10　

  

史
王
・
佐
赦
敢
告
尉
史
。
浥
城
陬
里
大
夫
張

自
言
、
群
父
騎
將
爲
居
延
司

　

＝
馬
。
取
傳
、
與
葆

往
遺
衣
用
。
乘
家
所
占
畜
馬
二
匹
。
案
毋
官
獄
徵
事
、
當
爲
傳
。
謁
移
過
所

　

＝
縣
邑
。

□
／
有
秩
□
王 

73E
JT24:249
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吏
と
な
っ
た
家
属
へ
衣
類
を
届
け
る
こ
と
も
含
め
て
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
例
は
個
人

的
な
用
件
で
の
申
請
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
個
人
的
な
用
件
で
も
申
請
者
の
旅
行
目
的

が
「
客
田
」
と
な
る
と
伝
で
は
な
く
偃
検
を
申
請
し
て
い
る
。

11　

  

河
平
四
年
七
月
辛
亥
朔
庚
午
、
西
鄕
有
秩
嗇
夫
誼
・
守
斗
食
佐
輔
敢
言
之
。
中

　

＝
安
男
子
楊
譚
自
言
、
欲
取
偃

檢
、
與
家
屬
俱
客
田
居
延
界
中
。
謹
案
、
譚
等
年
如
牒
、
皆
非
亡
人
命
者
、
當

　

＝
得
取
偃
檢
。
父
老
孫
都
證
。
謁
移
居
延
。
如
律
令
。

敢
言
之
。
七
月
癸
酉
、
長
安
令
右
丞
萬
移
居
延
。
如
律
令
。
／
掾
殷
・
令
史
賞

 
73E
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ま
た
、
民
が
故
県
に
帰
る
場
合
も
伝
で
は
な
く
、
致
籍
が
申
請
さ
れ
た
。

12　

  

建
平
四
年
正
月
丁
未
朔
庚
申
、
西
鄕
守
嗇
夫
武
以
私
印
行
事
敢
言
之
。
昭
武
男

　

＝
子
孫
憲
詣
鄕
自
言
、
願
以
律
取
致
籍
、
歸
故
縣
。
謹
案
、

憲
毋
官
獄
徵
事
、
當
得
以
律
取
致
籍
。
名
縣
如
牒
。
唯
廷
謁
移
卅
井
縣
索
・
肩

　

＝
水
金
關
、
出
入
。
如
律
令
。
敢
言
之
。
三
月
辛
酉
北
、
嗇
夫
豐
出

 
73E
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金
関
遺
址
出
土
簡
中
に
確
認
で
き
る
偃
検
で
民
が
申
請
し
た
も
の
は
全
て
客
田
を⑭
、

民
が
申
請
し
た
致
籍
は
故
県
へ
の
帰
還
と
衣
用
の
送
り
届
け⑮
を
そ
の
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
偃
検
・
致
籍
と
も
に
用
例
が
少
な
い
た
め
伝
と
の
使
い
分
け
を
具
体
的

に
説
明
で
き
な
い⑯
が
、
少
な
く
と
も
客
田
や
故
県
へ
の
帰
還
を
目
的
と
し
て
申
請
さ

れ
た
伝
は
確
認
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
目
的
の
場
合
は
何
ら
か
の
理
由
で
伝
で

は
な
く
偃
検
や
致
籍
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
の
通
行
証
の
申
請
・
取
得
に
つ
い
て
、
伝
で
あ
る
簡
8
に
は
「
謹
案
、
章

年
卅
六
、
爵
公
乘
如
牒
。
章
毋
官
獄
徵
事
、
當
得
以
令
取
傳
」
と
、
偃
検
で
あ
る
簡

11
に
は
「
謹
案
、
譚
等
年
如
牒
、
皆
非
亡
人
命
者
、
當
得
取
偃
檢
」
と
、
致
籍
で
あ

る
簡
12
に
は
「
謹
案
、
憲
毋
官
獄
徵
事
、
當
得
以
律
取
致
籍
」
と
あ
っ
て
、
申
請
者

の
年
齢
や
爵
位
、
役
所
や
獄
か
ら
の
召
喚
が
無
い
こ
と
、
逃
亡
者
や
罪
名
確
定
さ
れ

た
者⑰
で
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
言
の
後
に
「
當
得
以
令
取
傳
」
な

ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
伝
・
偃
検
・
致
籍
の
取
得
の
条
件
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。上
掲
の
例
で
は
亡
人
命
者
に
つ
い
て
は
偃
検
に
し
か
見
え
な
い
が
、

伝
の
発
給
に
お
い
て
も
審
査
さ
れ
た
こ
と
が
次
の
簡
で
確
認
で
き
る
。

13　

  

元
壽
二
年
七
月
丁
卯
朔
辛
卯
、
廣
昌
鄕
嗇
夫
・
徦
佐
宏
敢
言
之
。
陽
里
男
子
任

　

＝
良
自
言
、
欲
取
傳
、
爲
家
私
使
之
武
威
・

張
掖
郡
中
。
謹
案
、
良
年
五
十
八
、
更
賦
皆
給
、
毋
官
獄
徵
事
、
非
亡
人

　

＝
命
者
、
當
得
取
傳
。
謁
移
過
所
河
津
關
、
毋

苛
留
。
如
律
令
。

七
月
辛
卯
、
雍
令　

・
丞
鳳
移
過
所
。
如
律
令
。

馬
車
一
兩
、
用
馬
一
匹
、
齒
十
二
歳
、
牛
車
一
兩
、
用
牛
二
頭　
　

／
掾
竝
・

　

＝
守
令
史
普 

（
正
）

雍
丞
之
印　
　
　
　
　

嗇
夫
賞
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　

君
門
下

五
月
己
巳
以
來
南　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
背
） 

73E
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簡
13
に
は
「
非
亡
人
命
者
」
に
加
え
て
「
更
賦
皆
給
」
と
も
あ
り
、
租
税
の
完
納
も

通
行
証
の
発
給
条
件
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
は
事
例
に

よ
っ
て
記
載
項
目
に
出
入
り
が
あ
る
が
、「
毋
官
獄
徵
事
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い

簡
8
と
、「
更
賦
皆
給
、
毋
官
獄
徵
事
、
非
亡
人
命
者
」
と
書
か
れ
て
い
る
簡
13
と
が

共
に
「
爲
家
私
使
之
」
と
い
う
目
的
で
申
請
さ
れ
た
伝
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
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当
該
の
通
行
証
に
明
記
さ
れ
て
い
る
項
目
だ
け
が
審
査
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
簡

13
に
書
か
れ
た
三
点
、
即
ち
、
更
賦
が
完
納
で
あ
る
こ
と
、
役
所
や
獄
か
ら
の
召
喚

が
な
い
こ
と
、
逃
亡
者
や
罪
名
確
定
さ
れ
た
者
で
は
な
い
こ
と
が
、
ど
の
通
行
証
で

も
発
給
の
条
件
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

前
掲
の
簡
8
は
申
請
者
が
一
人
だ
け
だ
っ
た
が
、
簡
9
で
は
二
人
が
一
緒
に
申
請

し
て
い
る
し
、
次
の
例
で
は
、
申
請
者
が
他
の
人
物
を
同
行
者
と
し
て
申
告
し
て
い

る
。

14　

  

永
光
二
年
五
月
辛
卯
朔
己
未
、
都
鄕
嗇
夫
禹
敢
言
之
。
始
樂
里
女
子
惠
青
辟
自

　

＝
言
、
爲
家
私
使
之
居
延
。
與

小
奴
同
・
葆
同
縣
里
公
乘
徐
毋
方
偕
。
謹
案
、
青
辟
・
毋
方
更
賦
給
、
毋
官
獄

　

＝
事
、
當
得
取
傳
。
敢
言
之
。

五
月
己
未
、
刪
丹
長
賀
・
守
丞
禁
移
過
所
。
寫
移
。
毋
苛
留
止
。
如
律
令
。
／

　

＝
兼
掾
嘉
・
令
史
廣
漢 

（
正
）

刪
丹
長
印　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
背
） 

73E
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始
楽
里
の
恵
青
辟
が
申
請
者
で
、
小
奴
の
同
と
葆
の
徐
毋
方
が
同
行
者
と
し
て
申
告

さ
れ
て
い
る
が
、「
謹
案
、
青
辟
・
毋
方
更
賦
給
、
毋
官
獄
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
奴

隷
を
除
い
て⑱
、
申
請
者
本
人
か
同
行
者
か
を
問
わ
ず
、
伝
の
取
得
資
格
が
あ
る
か
ど

う
か
が
審
査
さ
れ
て
い
る
。
二
人
が
共
同
で
申
請
し
た
簡
9
で
も
二
人
と
も
に
審
査

対
象
と
な
っ
て
い
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
通
行
証
を
取
得
さ
え
す
れ
ば
長
安
か
ら
居
延
ま
で
拘
留
さ
れ
る

こ
と
無
く
移
動
で
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
自
身
に
不
利
な
こ
と
か
ら
逃
れ
る
た
め

の
通
行
証
取
得
を
徹
底
し
て
阻
止
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。そ
れ
故
、

申
請
者
の
資
格
に
つ
い
て
申
請
者
の
居
住
す
る
里
の
父
老
や
里
正
に
保
証
さ
せ
る
場

合
も
あ
っ
た⑲
。

15　

  

五
鳳
二
年
五
月
壬
子
朔
乙
亥
、
南
鄕
嗇
夫
武
・
佐
宗
敢
言
之
。
北
陽
曲
里
男
子

謹
案
、
弘
年
廿
二
、
毋
官
獄
徵
事
、
當
得
取
傳
。
里
父
老
丁
禹
證
。
謁
言
廷
、

　

＝
移
過
所
□

六
月
庚
寅
、
長
安
守
右
丞
湯
移
過
所
縣
邑
。
如
律
令
。
掾
充
・
令
史
宗

（
正
）

三
月
壬
辰
、
不
弘
以
來

章
曰
長
安
右
丞　

三
月
壬
辰　
（
背
） 

73E
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16　

建
平
三
年
二
月
壬
子
朔
癸
丑
、
…
…

之
張
掖
郡
界
中
。
謹
驗
問
里
父
老
王
護
・
正
同
皆
任
占
、
並
毋
官
獄
徵
事
、

　

＝
當
爲
傳
。
謁
移
過
所
縣
邑

…
…
如
律
令　
　
　
　
　
　
　

敢
言
之
。　
（
正
）

臨

丞
印
（
背
） 

73E
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こ
の
よ
う
に
、
民
が
通
行
証
を
取
得
す
る
場
合
は
極
め
て
厳
格
な
審
査
が
行
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
伝
・
偃
検
・
致
籍
の
例
で
は
、
商
売
と
か
客
田
と
か
故
県

へ
の
帰
還
な
ど
通
行
証
申
請
の
理
由
が
申
請
者
自
身
に
あ
っ
た
が
、
民
が
吏
の
公
務

出
張
に
同
行
す
る
た
め
に
通
行
証
が
発
給
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。

17　

  

地
節
三
年
六
月
丙
戌
朔
甲
辰
、
尉
史
延
年
敢
言
之
。
遣
佐
廣
、
齋
三
老
賜
名
籍
、

　

＝
對
大
守
府
會
。

車
一
乘
・
牛
一
。
與
從
者
平
里
紀
巿
俱
。
謁

移
過
所
縣
道
河
津
關
、
毋
苛
留
止
。
敢
言
之
。

六
月
甲
辰
、
居
延
丞
延
年
移
過
所
縣
道
河
津
關
。
毋
苛
留
止
。
如
律
令
。
／
掾

　

＝
延
年
・
佐
長
世 

（
正
）

章
曰
居
延
丞
印

六
月
壬
子
以
來　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
背
） 

73E
JT37:519
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簡
17
は
、
通
常
、
属
吏
を
公
務
出
張
に
派
遣
す
る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
毋
苛
留
止
通

行
証
で
あ
る
。
こ
の
簡
17
は
佐
広
を
太
守
府
に
出
張
さ
せ
る
た
め
に
居
延
丞
が
発
給

し
た
も
の
で
あ
る
が
、そ
こ
に
「
與
從
者
平
里
紀
巿
俱
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

平
里
に
本
籍
の
あ
る
紀
巿
が
従
者
と
し
て
同
行
し
て
い
る
。
前
掲
の
簡
14
で
は
同
行

者
の
徐
毋
方
も
官
獄
徴
事
の
有
無
な
ど
が
審
査
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
簡
14
は
同

行
者
で
あ
る
徐
毋
方
の
通
行
証
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
簡
17
で
同
行
者
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
紀
巿
も
こ
の
通
行
証
で
関

所
を
通
過
で
き
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

簡
17
の
紀
巿
は
同
行
者
で
あ
っ
た
が
、
吏
の
葆
と
な
っ
て
い
る
民
が
吏
の
命
令
を

受
け
て
出
張
し
て
い
る
例
も
あ
る
。

18　

  

永
光
三
年
十
一
月
壬
午
朔
丁
未
、
酒
泉
北
部
千
人
禹
移
過
所
河
津
關
。
遣
葆
平

　

＝
陵
宜
利
里
韓
則
、
年
卅
五
、
杜
陵
華
陽
里

公
乘
呂
義
、
年
廿
九
、
乘

車
一
乘
・
牡
馬
一
匹
、
之
居
延
收
責
。
毋
苛
留
。

　

＝
如
律
令
。 

73E
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酒
泉
か
ら
居
延
に
債
権
回
収
に
派
遣
さ
れ
た
韓
則
に
発
給
さ
れ
た
毋
苛
留
止
通
行
証

で
あ
る
。
韓
則
は
「
葆
」
と
あ
る
が
、
官
職
名
は
冠
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
身
分
的

に
は
民
と
な
ろ
う
。
そ
の
韓
則
が
酒
泉
北
部
千
人
禹
の
命
令
を
受
け
て
居
延
に
債
権

回
収
に
赴
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
酒
泉
北
部
千
人
の
命
令
と
い
う
点
か
ら
す
れ

ば
、
こ
れ
は
公
務
出
張
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
次
の
例
は
書
到
出
入
通
行
証
で
あ

る
が
、派
遣
さ
れ
い
て
る
「
葆
」
は
正
式
に
任
命
さ
れ
た
吏
で
は
な
く
民
で
あ
ろ
う
。

19　

建
始
四
年
十
一
月
癸
卯
朔
癸
丑
、
廣
地
候
仁
移
肩
水
金
關
。
遣
葆
、
爲
家
私
市

酒
泉
郡
中
。
書
到
、
出
入
。
如
律
令
。　
　
　
　
　
　

皆
十
二
月
癸
未
出
（
正
）

張
掖
廣
地
候
印　
　
（
背
） 

73E
JD
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20　

  

建
平
四
年
正
月
丁
未
朔
癸
丑
、
肩
水
候
憲
謂
關
嗇
夫
吏
。
據
書
葆
妻
子
收
責
橐

　

＝
他
界
中
。
名
縣
爵

里
官
除
年
姓
如
牒
。
書
到
、
出
入
、
盡
十
二
月
。
如
律
令
。
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⑳

簡
19
は
広
地

候
の
私
的
な
買
い
物
の
た
め
に
葆
を
派
遣
し
た
例
、
簡
20
は
債
権
回

収
の
た
め
に
葆
と
妻
子
を
派
遣
し
た
例
で
あ
る
。

候
の
私
的
な
買
い
物
と
い
う
と

私
用
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

候
の
命
令
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
公
務
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う㉑
。
葆
や
妻
子
と
い
っ
た
吏
と
の
特
定
の
関
係
を
持
っ
て
い
な
い
民

が
書
到
出
入
通
行
証
で
派
遣
さ
れ
て
い
る
例
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
。

簡
17
や
簡
18
、
簡
19
、
簡
20
で
は
、
民
が
吏
の
従
者
ま
た
は
葆
と
い
っ
た
立
場
で

公
務
出
張
し
て
い
る
が
、
身
分
的
に
は
民
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
場

合
、
簡
17
や
簡
18
、
簡
19
、
簡
20
の
通
行
証
の
記
載
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
伝
な
ど

で
は
必
ず
記
載
さ
れ
て
い
た
「
毋
官
獄
徵
事
」
と
い
う
記
載
が
無
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
簡
17
や
簡
18
、
簡
19
、
簡
20
で
は
、
こ
の
通
行
証
の
発
給
に
際
し

て
、
民
で
あ
る
紀
巿
や
韓
則
、
及
び
葆
と
な
っ
て
い
る
民
に
つ
い
て
の
資
格
審
査
は

行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る㉒
。

簡
17
や
簡
18
、
簡
19
、
簡
20
の
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、
民
で
あ
っ
て
も
公
務
出
張
の

場
合
は
通
行
証
取
得
に
際
し
て
審
査
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
う

で
は
な
い
。

21　

建
武
三
年
五
月
丙
戌
朔
壬
子
、
都
鄕
嗇
夫
宮
敢
言
之
。
金
城
里
任
安

自
言
、
與
肩
水
候
長
蘇
長
俱
之
官
。
謹
案
、
安
縣
里
年
姓
所
葆
持
如
牒
、

毋
官
獄
徵
事
、
得
以
令
取
傳
。
謁
移
過
所
、
毋
苛
留
。
如
律
令
。
敢
言
之
。

 
73E

JF1:25
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22　
  　

　
　
　
　
　
　
　

寅
朔
己
酉
、都
鄕
嗇
夫
武
敢
言
之
。
龍
起
里
房
則
自
言
、

　

＝
願
以
令
取
傳
、
爲
居
延
倉
令
史
徐
譚
葆
、
俱
迎
錢

上
河
農
。
●
謹
案
戸
籍
臧
鄕
者
、
則
爵
上
造
、
年
廿
歲
、
毋
它
官
獄
徵
事
、
當

　

＝
得
以
令
取
傳
、
與
譚
俱
。
謁
移
過
所
縣
道
河
津
關
、

毋
苛
留
止
。
如
律
令
。
敢
言
之
。

九
月
庚
戌
、
居
延
令
彊
・
守
丞
宮
寫
移
過
所
。
如
律
令
。　
　

／
兼
掾
臨
・
守

　

＝
令
史
襃 

73E
JT37:1491

簡
21
で
は
任
安
が
葆
と
な
り㉓
肩
水
候
長
に
同
行
し
て
候
官
に
出
頭
す
る
た
め
に
伝
を

申
請
し
て
い
る
し
、
簡
22
で
は
房
則
が
居
延
倉
令
史
徐
譚
の
葆
と
な
り
公
務
出
張
に

同
行
す
る
た
め
に
伝
を
申
請
し
て
い
る
。
任
安
の
場
合
は
「
謹
案
、
安
縣
里
年
姓
所

葆
持
如
牒
、
毋
官
獄
徵
事
、
得
以
令
取
傳
」
と
、
房
則
の
場
合
は
「
謹
案
戸
籍
臧
鄕

者
、
則
爵
上
造
、
年
廿
歲
、
毋
它
官
獄
徵
事
、
當
得
以
令
取
傳
、
與
譚
俱
」
と
あ
っ

て
、い
ず
れ
の
場
合
も
伝
取
得
の
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
厳
格
に
審
査
さ
れ
て
い
る
。

通
行
証
の
取
得
に
際
し
て
資
格
審
査
の
記
載
が
無
か
っ
た
簡
17
お
よ
び
簡
18
、
簡

19
、
簡
20
と
、
厳
格
な
審
査
が
行
わ
れ
て
い
た
簡
21
お
よ
び
簡
22
は
、
と
も
に
民
に

発
給
さ
れ
た
通
行
証
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
違
い
は
無
い
。
相
違
点
は
何
か
と
言
え
ば

通
行
証
の
種
類
で
あ
る
。
簡
17
と
簡
18
は
毋
苛
留
止
通
行
証
、
簡
19
と
簡
20
は
書
到

出
入
通
行
証
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
簡
21
と
簡
22
は
伝
で
あ
り
、
も
と
よ
り
そ

の
発
給
手
続
の
中
に
申
請
者
の
資
格
審
査
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
民
は
吏
の
葆
や
従
者
な
ど
と
し
て
公
務
出
張
す
る
場
合
で
さ
え
も
、
そ

の
際
に
使
用
す
る
通
行
証
が
伝
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
的
な
商
売
の
た
め
に
申
請
す
る

場
合
と
同
じ
く
、
厳
格
な
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る㉔
。
さ
ら
に
、
公
務
出
張
に
行
く
た
め
の
伝
の
申
請
で
さ
え
厳
格
な
資
格
審
査
が
行

わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
吏
の
葆
や
従
者
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
に
拘
わ
り
な
く
、
民
と

い
う
身
分
の
者
が
本
籍
地
を
離
れ
る
た
め
の
通
行
証
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
極
め
て

厳
格
に
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
方
で
、
長
吏
の
裁
量
で
発
給
で

き
る
毋
苛
留
止
通
行
証
や
書
到
出
入
通
行
証㉕
で
民
を
公
務
出
張
に
派
遣
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
制
度
運
用
の
在
り
方
の
一
面
を
示
す
も
の
と
し
て

興
味
深
い
。

こ
こ
ま
で
、
民
が
使
用
し
た
通
行
証
を
種
類
別
に
見
て
き
た
。
符
や
毋
苛
留
止
通

行
証
、
書
到
出
入
通
行
証
は
吏
の
家
属
や
葆
、
従
者
の
よ
う
な
吏
と
特
定
の
関
係
に

あ
る
者
に
そ
の
使
用
が
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
吏
と
特
定
の

関
係
に
は
な
い
民
が
使
用
で
き
る
の
は
伝
・
偃
検
・
致
籍
だ
け
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ

の
取
得
に
際
し
て
は
官
獄
徴
事
の
有
無
な
ど
が
厳
格
に
審
査
さ
れ
た
。
葆
や
従
者
な

ど
に
な
っ
て
い
る
民
で
も
伝
・
偃
検
・
致
籍
を
取
得
す
る
場
合
は
同
様
で
、
結
局
の

所
、
発
給
者
の
裁
量
で
発
給
可
能
な
毋
苛
留
止
通
行
証
や
書
到
出
入
通
行
証
を
除
い

て
、
吏
の
葆
や
従
者
と
い
う
立
場
で
あ
っ
て
も
、
本
籍
地
を
離
れ
る
こ
と
が
可
能
な

通
行
証
を
民
が
取
得
す
る
た
め
に
は
厳
格
な
審
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

二　

通
関
名
籍
と
通
行
証

民
が
肩
水
金
関
を
通
過
す
る
際
、
金
関
の
吏
は
、
携
帯
し
て
き
た
通
行
証㉖
を
確
認

し
そ
の
写
し
を
作
成
す
る
だ
け
で
な
く
、関
所
通
過
者
の
名
籍
（
通
関
名
籍
）
も
作
成

し
た
。
そ
の
通
関
名
籍
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

23　
  

河
南
郡
雒
陽
柘
里
大
夫
蘇
通
、
年
五
十
五
、
長
七
尺
二
寸
、
黑
色
（
上
段
）

五
月
辛
未
出　

牛
一
、
車
一
兩
、
弩
一
、
矢
五
十
（
下
段
）

六
月
乙
巳
入　
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24　
  

昭
武
高
昌
里
張
壽
廿
三　

ノ　

車
二
兩
、
牛
三
（
上
段
）

正
月
丁
丑
出　

卩　

作
者
觻
得
定
安
里
龐
宣
年
廿　
　

皆
二
月
甲
午
入
（
下
段
）

 
73E

JT37:952

関
所
通
過
者
の
本
籍
（
郡
・
県
・
里
）、
爵
位
、
姓
名
、
年
齢
、
身
長
、
色
、
通
関
時

に
携
行
し
て
い
た
車
や
牛
馬
・
武
器
、
同
行
者
な
ど
を
記
載
し
た
名
籍
に
、
出
関
の

日
付
と
入
関
の
日
付
が
書
か
れ
て
い
る
（
釋
文
の
傍
線
は
他
の
部
分
と
筆
跡
が
異
な
る
こ

と
を
示
す
）。
ど
こ
の
誰
が
何
を
持
っ
て
、
何
時
金
関
を
出
て
、
何
時
金
関
を
入
っ
た

か
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
成
さ
れ
た
通
関
名
籍
は
一
定
期
間
ご
と
に
ま
と
め

ら
れ
保
管
さ
れ
た
こ
と
が
、
次
掲
の
附
札
か
ら
わ
か
る
。

25　

  

▩
陽
朔
元
年
六
月
吏
民
出
入
籍
（
正
） 

（
背
面
同
文
）　29

・3

（A32

）

26　

鴻
嘉
三
年
正
月　
　
（
正
）

▩
出
入
關
名
籍　
　
（
背
） 

73E
JT6:115

27　

▩
鴻
嘉
五
年
吏
妻
子

▩
及
葆
出
入
關

▩
名
籍　
　
　
　
　
（
正
） 

（
背
面
同
文
）　73E

JT21:35

こ
の
通
関
名
籍
は
、通
関
者
が
携
帯
し
て
い
る
通
行
証
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
。

28　

  

觻
得
新
成
里
馮
丹
、
年
廿
五
（
上
段
）

爲
人
中
奘
、
毋
須
、
方
箱
車
一
乘

觻
得
丞
印
、
一
用
馬
一
匹
、
駠
牝
、
高
六
尺
二
寸
（
中
段
）

二
月
廿
九
日
北
嗇
夫
嘉
出
（
下
段
）　 

73E
JF3:136+266

こ
の
簡
は
、
觻
得
県
新
成
里
の
馮
丹
が
馬
の
牽
く
方
箱
車
に
乗
っ
て
二
月
二
九
日
に

肩
水
金
関
を
北
に
出
た
こ
と
を
記
録
し
た
通
関
名
籍
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い

る
「
觻
得
丞
印
」
は
次
の
よ
う
な
通
行
証
に
つ
け
ら
れ
た
発
信
印
の
記
録
で
あ
ろ
う
。

29　

  

□
嘉
二
年
七
月
丁
丑
朔
丁
丑
、西
鄕
嗇
夫
政
敢
言
之
。
成
漢
男
子
孫
多
牛
自
言
、

　

＝
爲
家
私
市
居
延

傳
。
謹
案
、
多
牛
毋
官
獄
徵
事
、
當
得
取
傳
。
謁
移
肩
水
金
關
・
居
延
縣
索
、　

　

＝
出
入
毋
苛
留
止
。

七
月
戊
寅
、
觻
得
長
・
守
丞
順
移
肩
水
金
關
・
居
延
縣
索
。
寫
移
。
書
到
、
如

　

＝
律
令
。
／
掾
尊
・
守
□ 

（
正
）

觻
得
丞
印　
　
（
背
） 

73E
JT6:39

簡
28
の
通
関
名
籍
と
簡
29
の
通
行
証
は
別
人
物
の
も
の
で
あ
る
が
、
同
一
人
物
の
通

関
名
籍
と
通
行
証
が
両
方
揃
う
例
が
あ
る
。

30　

  

五
鳳
四
年
六
月
庚
子
朔
甲
寅
、
中
鄕
嗇
夫
廣
・
佐
敢
言
之
。
囂
陵
里
男
子
習
萬

　

＝
自
言
、
欲
取
傳
、
爲
家
私
使
張
掖
居
延
界
中
。
謹
案
、
萬
年

五
十
一
、
毋
官
獄
徵
事
、
當
得
爲
傳
。
父
不
尊
證
。
謁
言
移
過
所
縣
邑
、
毋
留

　

＝
止
。
如
律
令
。
敢
言
之
。

六
月
己
未
、
長
安
守
右
丞
世
移
過
所
縣
邑
。
毋
苛
留
。
如
律
令
。　

掾　

・
令

　

＝
史
奉 

（
正
）

章
曰
長
安
右
丞
印　
（
背
） 

73E
JT37:1076

31　

  

京
兆
尹
長
安
囂
陵
里
習
萬
、
年
五
十
一
、
長
七
尺
三
寸
黑
色　
　

正
月
丁
丑
入

 
73E

JT37:1081
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簡
30
は
長
安
囂
陵
里
の
習
万
の
通
行
証
、
簡
31
は
「
正
月
丁
丑
入
」
と
あ
る
よ
う
に

そ
の
習
万
の
通
関
名
籍
で
あ
る㉗
。
簡
31
に
は
印
文
記
録
が
無
い㉘
が
、
簡
28
・
簡
29
と
、

簡
31
・
簡
30
と
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
通
関
名
籍
が
通
行
証
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
疑
い
無
い
。

　

簡
28
と
簡
31
は
と
も
に
民
間
人
用
の
通
行
証
で
あ
る
伝
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た

通
関
名
籍
で
あ
っ
た
が
、
伝
以
外
の
通
行
証
で
金
関
を
通
過
す
る
場
合
も
通
関
名
籍

が
作
成
さ
れ
た
。

18　

  

永
光
三
年
十
一
月
壬
午
朔
丁
未
、
酒
泉
北
部
千
人
禹
移
過
所
河
津
關
。
遣
葆
平

　

＝
陵
宜
利
里
韓
則
、
年
卅
五
、
杜
陵
華
陽
里

公
乘
呂
義
、
年
廿
九
、
乘

車
一
乘
・
牡
馬
一
匹
、
之
居
延
收
責
。
毋
苛
留
。

　

＝
如
律
令
。 

73E
JT37:525

32　

  

平
陵
宜
利
里
公
乘
韓
則
、
年
卅
五　

車
一
乘
、
馬
一
匹　

字
子
師　

皆
十
二

　

＝
月
己
酉
入　

 
73E

JT37:107+60

㉙

簡
18
は
韓
則
を
派
遣
し
た
際
の
毋
苛
留
止
通
行
証
で
、
そ
の
韓
則
が
金
関
に
入
っ
た

こ
と
を
記
録
し
た
通
関
名
籍
が
簡
32
で
あ
る
。

33　

  

令
史
趙
彭
之
官
、名
籍
如
牒
。
書
到
、出
。
如
律
令
。　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

□
候
史
丹
發　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
背
） 

73E
JT37:828

34　

肩
水
候
官
令
史
趙
彭　
　

十
一
月
甲
辰
□

 
73E

JT37:2+572

㉚

簡
33
は
令
史
趙
彭
を
派
遣
し
た
際
の
書
到
出
入
通
行
証
で
、
簡
34
が
そ
の
趙
彭
が
金

関
を
通
過
し
た
こ
と
を
記
録
し
た
通
関
名
籍
で
あ
る
。
簡
18
は
葆
に
、
簡
33
は
令
史

に
発
給
さ
れ
た
通
行
証
で
あ
る
が
、
令
史
で
さ
え
通
関
名
籍
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
民
が
毋
苛
留
止
通
行
証
や
書
到
出
入
通
行
証
で
関
所
を
出
入
す
る
場

合
も
通
関
名
籍
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
例
か
ら
、
通
行
証
の
種
類
に
拘
わ
り
な
く
、
吏
民
が
金
関
を

通
過
す
る
場
合
に
は
出
入
記
録
と
し
て
通
関
名
籍
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る㉛
。

こ
れ
ま
で
挙
げ
た
通
関
名
籍
の
例
は
、
い
ず
れ
も
出
関
お
よ
び
入
関
の
日
付
が
記
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
通
関
名
籍
で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
関
所

通
過
の
日
付
の
無
い
例
も
あ
る
。

35　

隴
西
西
始
昌
里
知
實
、
年
廿
六
、
長
七
尺
五
寸　

黑
色 

73E
JT37:1155

こ
の
知
実
の
通
行
証
も
金
関
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

36　

  

五
鳳
三
年
十
月
甲
辰
朔
癸
酉
、
西
鄕
嗇
夫
安
世
敢
言
之
。
隴
西
西
始
昌
里
知
實

　

＝
自
言
、
以
令
占
田
居
延
、
以
令
予
傳
。
與
大
奴
謹
・
從
者
平
里
季
奉
、

家
市
田
器
張
掖
・
武
威
・
金
城
・
天
水
界
中
。
車
一
乘
・
馬
二
匹
。
謁
移
過
所

　

＝
河
津
關
、
毋
苛
留
止
。
如
律
令
。

敢
言
之
。

十
月
癸
酉
、
居
延
令
弘
・
守
丞
安
世
移
過
所
。
如
律
令
。
／
掾
忠
・
佐
定

 
73E

JT37:524

さ
ら
に
、
簡
35
と
全
く
同
一
の
書
式
で
出
関
日
付
も
記
載
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。

37　

長
安
新
里
公
大
夫
張
駿
、
年
卅
五
、
長
七
尺
三
寸
、
黑
色　
　

五
月
壬
子
出　

ノ

 
73E

JT9:98
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簡
35
に
記
さ
れ
た
人
物
と
同
一
人
物
の
通
行
証
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
簡
35
と
共
通
の

書
式
で
関
所
通
過
日
付
の
あ
る
簡
37
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
簡
35
も
通
関
名
籍
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
同
様
の
例
が
も
う
一
つ
あ
る
。

38　

之
。
宜
歲
里
公
乘
王
富
、
年
卅
五
歲
、
自
言
、
爲
家
私

言
之
。
八
月
壬
子
、
雒
陽
丞
大
移
所
過
縣
　
　
　
　
　
（
正
）

四
月
壬
子
入　
　
　
　
　
（
背
） 

73E
JT1:80

39　

  

河
南
郡
雒
陽
宜
歲
里
王
富　
　

乘
騩
牡
馬
一
匹
、

車
一
兩
、
弩
一
、
大
丸
一
、

　

＝
矢
五
十
枚
、
刀
劍
各
一 
73E

JT1:6

簡
38
は
宜
歲
里
公
乗
王
富
の
伝
で
、
簡
39
が
そ
の
王
富
の
名
籍
で
あ
る
。
簡
39
に
は

本
人
情
報
に
加
え
て
、
携
行
し
て
い
る
馬
と
馬
車
、
武
器
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
と
ほ
ぼ
同
じ
書
式
の
名
籍
が
あ
る
。

40　

  

大
常
郡
茂
陵
始
樂
里
公
乘
史
立
、
年
廿
七　

長
七
尺
三
寸
、
黑
色
（
上
中
段
）

車
一
乘
、

牡
馬
一
匹
、
齒
十
五
歲
、
弓
一
、
矢
五
十
枚
（
下
段
）

六
月
乙
巳
出　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
73E

JT37:1586

爵
位
・
年
齢
・
身
長
・
色
の
記
載
の
有
無
が
異
な
る
も
の
の
、
冒
頭
に
郡
・
県
・
里
・

姓
名
が
書
か
れ
、
そ
の
下
に
携
行
し
て
い
る
車
馬
と
武
器
が
記
載
さ
れ
て
い
る
点
、

簡
39
と
簡
40
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
簡
40
に
は
出
関
の
日
付
「
六
月
乙
巳
出
」

が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
簡
39
も
簡
40
と
同
じ
く
通
関
名
籍
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
通
関
名
籍
に
は
出
入
関
の
日
付
が
記
載
さ
れ
な
い
場
合
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
金
関
出
土
簡
の
名
籍
に
は
身
長
・
色
や
車
馬
な
ど

の
記
載
の
無
い
名
籍
も
あ
る
。

41　

  

淮
陽
陽
夏
陽
里
公
乘
王
安
定
、
年
卌　
　

ノ 
73E

JT31:145

こ
れ
ら
が
通
関
名
籍
で
は
な
い
可
能
性
も
無
い
で
は
な
い
が
、
簡
41
と
同
じ
く
簡
下

端
に
「
ノ
」
と
い
う
確
認
印
の
よ
う
な
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
簡
42
に
は
「
六
月
乙

亥
出
」
と
い
う
出
関
記
録
が
あ
る
。

42　

  

千
秋
葆
京
兆
新
豐
西
宮
里
官
大
夫
被
長
壽
、
年
廿
一
、
長
七
尺
三
寸
、
黑
色　

　

＝
六
月
乙
亥
出　
　

ノ　
　

 
73E

JT37:1002

簡
42
の
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
簡
下
端
の
「
ノ
」
は
関
所
の
出
入
に
際
し
て
つ
け
ら
れ

た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
簡
41
の
よ
う
な
身
長
・
色
や
車
馬
な

ど
の
記
載
の
な
い
名
籍
も
、
金
関
遺
址
出
土
と
い
う
点
か
ら
ひ
と
ま
ず
通
関
名
籍
と

考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

三　

通
関
名
籍
の
作
成

前
章
で
挙
げ
た
通
関
名
籍
を
一
瞥
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
通
関
名
籍
の
記
載
事

項
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
が
、
通
関
名
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
項
目
は
概
ね

次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る32
。

Ａ
：
本
人
情
報
…
…
郡
・
県
・
里
、
爵
位
、
名
前
、
年
齢
、
身
長
、
色

Ｂ
：
携
行
品
…
…
…
携
行
し
て
い
る
馬
牛
・
車
や
武
器
の
種
類
と
数
量

Ｃ
：
出
入
記
録
…
…
出
関
お
よ
び
入
関
の
日
付
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こ
の
他
、
本
人
情
報
に
「
葆
」
な
ど
の
身
分
が
記
さ
れ
た
り
、
出
入
記
録
に
通
関
を

許
可
し
た
関
吏
名
が
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る33
。
本
人
情
報
や
携
行
品
の
記
載
に
繁
簡

が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
出
入
記
録
で
あ
る
。
通
関
名
籍

は
先
述
の
よ
う
に
、
ど
こ
の
誰
が
何
を
持
っ
て
、
何
時
金
関
を
出
て
、
何
時
金
関
を

入
っ
た
か
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
最
低
限
、
出
関
の
日
付
と
入
関
の
日
付

は
必
ず
記
録
さ
れ
た
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
は
、
簡
28
の
よ
う
に
出
関
の
日

付
だ
け
だ
っ
た
り
、
逆
に
、
簡
31
の
よ
う
に
入
関
の
日
付
だ
け
だ
っ
た
り
、
前
章
で

述
べ
た
よ
う
に
出
入
日
付
が
全
く
無
い
も
の
も
通
関
名
籍
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
関
所
通
過
の
記
録
が
必
ず
し
も
出
関
・
入
関
の
両
方
と
も
に
記
録

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
関
所
の
通
過
記
録
と
し
て
は
随
分
ぞ

ん
ざ
い
な
印
象
を
受
け
る
し
、
馬
の
関
所
通
過
に
対
す
る
二
年
律
令
の
規
定34
の
厳
格

さ
と
は
随
分
乖
離
し
た
状
況
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
作
成
状
況

に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
か
り
を
得
る
べ
く
、
こ
こ

で
は
、
通
関
名
籍
の
作
成
手
順
を
考
え
て
み
た
い35
。

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
通
関
名
籍
は
通
行
証
を
元
に
作
成
さ
れ
た
の
で
、
前

掲
の
通
行
証
と
通
関
名
籍
の
セ
ッ
ト
を
再
度
挙
げ
な
が
ら
、
通
関
名
籍
の
作
成
手
順

を
考
え
よ
う
。
そ
の
前
に
、
伝
を
携
帯
し
た
民
が
関
所
を
通
過
す
る
場
合
、
伝
の
写

し
は
往
路
で
の
関
所
通
過
の
際
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

43　

元
始
元
年
正
月
己
未
朔
癸
未
、
西
鄕
嗇
夫
蔡
敢
言
之
。
□
□

毋
官
獄
徵
事
、
當
得
以
令
取
傳
。
謁
移
肩
水
金
關
・
居

正
月
癸
未
、
氐
池
長
良
移
肩
水
金
關
・
居
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

氐
池
長
印　

氐　

丞　
　
　
　
　
　
　

嗇
夫
□

二
月
丙
午
以
來
北
出　

出　

出　

丞　

君
門
下
　
　
　
（
背
） 73E

JC
:316

裏
面
の
習
書
「
氐　

丞
」「
出　

出　

丞
」
を
除
き
、
表
裏
一
筆
で
書
か
れ
て
い
る
。

伝
の
発
信
者
が
氐
池
長
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
伝
の
携
帯
者
は
氐
池
県
か
ら
金
関
に
来

た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
裏
面
の
「
二
月
丙
午
以
來
北
出
」
は
往
路
で
の
出
関

記
録
と
な
る
。
そ
の
出
関
記
録
と
表
面
の
伝
の
写
し
が
同
筆
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
伝
は
携
帯
者
が
往
路
に
て
最
初
に
金
関
を
通
過
す
る
際
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
関
所
で
作
成
さ
れ
る
伝
の
写
し
は
往
路
に
て
関
所
を
通
過
す
る
時
に
作
成
さ

れ
る
と
い
う
点
を
確
認
し
て
、
通
関
名
籍
の
作
成
手
順
を
考
え
よ
う
。

30　

  

五
鳳
四
年
六
月
庚
子
朔
甲
寅
、
中
鄕
嗇
夫
廣
・
佐
敢
言
之
。
囂
陵
里
男
子
習
萬

　

＝
自
言
、
欲
取
傳
、
爲
家
私
使
張
掖
居
延
界
中
。
謹
案
、
萬
年

五
十
一
、
毋
官
獄
徵
事
、
當
得
爲
傳
。
父
不
尊
證
。
謁
言
移
過
所
縣
邑
、
毋
留

　

＝
止
。
如
律
令
。
敢
言
之
。

六
月
己
未
、
長
安
守
右
丞
世
移
過
所
縣
邑
。
毋
苛
留
。
如
律
令
。　

掾　

・
令

　

＝
史
奉 

（
正
）

章
曰
長
安
右
丞
印　
（
背
） 

73E
JT37:1076

表
裏
が
同
筆
で
、
裏
面
に
「
章
曰
長
安
右
丞
印
」
と
い
う
発
給
者
の
印
文
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
は
肩
水
金
関
で
作
成
さ
れ
た
伝
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次

の
簡
が
こ
の
伝
の
被
発
給
者
で
あ
る
習
万
の
通
関
名
籍
で
あ
る
。

31　
  

京
兆
尹
長
安
囂
陵
里
習
萬
、
年
五
十
一
、
長
七
尺
三
寸
、
黑
色　

正
月
丁
丑
入

 
73E

JT37:1081
通
関
名
籍
で
あ
る
簡
31
は
一
筆
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
一
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
一
組
に
な
る
伝
で
あ
る
簡
30
と
は
筆
跡
が
異
な
る
。
先
ほ

ど
確
認
し
た
よ
う
に
、
伝
の
写
し
は
往
路
に
て
初
め
て
関
所
を
通
過
す
る
際
に
作
成
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さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
伝
の
写
し
で
あ
る
簡
30
は
習
万
が
長
安
か
ら
居
延
に
行
く

た
め
に
金
関
に
初
め
て
到
着
し
た
際
に
作
成
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
簡
31
の
通
関
名

籍
も
そ
の
時
に
別
の
吏
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
伝
と
筆
跡
が
異
な
る

こ
と
は
説
明
で
き
る
が
、
簡
31
に
は
「
正
月
丁
丑
入
」
と
い
う
入
関
記
録
が
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
肩
水
金
関
で
は
居
延
方
面
か
ら
南
行
し
て
関
所
を
通
過
す
る
の
を

「
入
」
と
表
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、簡
31
が
作
成
さ
れ
た
と
き
習
万
は
居
延
方

面
か
ら
南
行
し
て
き
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
通
関
名
籍
で
あ
る

簡
31
は
復
路
に
て
金
関
を
通
過
す
る
際
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
初
め
て
、
通
関
名
籍
で
あ
る
簡
31
と
伝
で
あ
る
簡
30
の

筆
跡
が
異
な
る
こ
と
、「
正
月
丁
丑
入
」
と
い
う
入
関
記
録
も
含
め
て
簡
31
が
一
筆
で

書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
整
合
的
に
説
明
で
き
る
。
こ
の
例
か
ら
、
往
路
で
は
通
行
証

の
写
し
を
作
成
す
る
だ
け
で
通
関
名
籍
は
作
成
さ
れ
ず
、
通
関
名
籍
は
復
路
に
て
作

成
さ
れ
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る36
。

簡
31
は
復
路
に
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
往
路
で
の
関
所
通
過
時
に
通

関
名
籍
が
伝
の
写
し
と
一
緒
に
作
成
さ
れ
る
こ
と
も
当
然
あ
っ
た
。

18　

  

永
光
三
年
十
一
月
壬
午
朔
丁
未
、
酒
泉
北
部
千
人
禹
移
過
所
河
津
關
。
遣
葆
平

　

＝
陵
宜
利
里
韓
則
、
年
卅
五
、
杜
陵
華
陽
里

公
乘
呂
義
、
年
廿
九
、
乘

車
一
乘
・
牡
馬
一
匹
、
之
居
延
收
責
。
毋
苛
留
。

　

＝
如
律
令
。 

73E
JT37:525

32　

  

平
陵
宜
利
里
公
乘
韓
則
、
年
卅
五　

車
一
乘
、
馬
一
匹　

字
子
師　

皆
十
二　

＝
月
己
酉
入　

 
73E

JT37:107+60

通
行
証
で
あ
る
簡
18
と
通
関
名
籍
で
あ
る
簡
32
は
、
簡
32
の
「
子
師 

皆
十
二
月
己
酉

入
」
を
除
い
て
同
筆
で
あ
る
。
毋
苛
留
止
通
行
証
も
伝
と
同
じ
よ
う
に
出
張
者
が
携

帯
し
、
関
所
で
は
写
し
が
作
成
さ
れ
た37
。
そ
れ
故
、
簡
18
は
韓
則
が
居
延
へ
出
張
に

行
く
た
め
に
往
路
で
肩
水
金
関
を
通
過
し
よ
う
と
し
た
時
に
作
成
さ
れ
た
写
し
で
、

そ
れ
と
同
筆
の
簡
32
も
別
筆
部
分
を
除
い
て
そ
の
際
に
一
緒
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
簡
32
の
別
筆
部
分
の
「
入
」
は
居
延
方
面
か
ら
南
行
し
て
金
関
を
通
過
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
の
別
筆
部
分
は
韓
則
が
任
務
を
遂
行
し
帰
還
す
る
復
路

で
金
関
を
通
過
す
る
と
き
に
追
記
さ
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
例
か
ら
、

往
路
で
は
通
行
証
の
写
し
と
関
所
通
過
記
録
の
な
い
通
関
名
籍
を
作
成
し
、
復
路
に

て
そ
の
通
関
名
籍
に
復
路
で
の
関
所
通
過
の
日
付
を
追
記
す
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

こ
の
二
例
で
は
、
往
路
か
復
路
か
は
別
と
し
て
、
通
関
名
籍
は
関
所
で
作
成
さ
れ

て
い
た
が
、
関
所
通
過
者
が
持
参
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

38　

之
。
宜
歲
里
公
乘
王
富
、
年
卅
五
歲
、
自
言
、
爲
家
私

言
之
。
八
月
壬
子
、
雒
陽
丞
大
移
所
過
縣
　
　
　
　
　
　
（
正
）

四
月
壬
子
入　
　
　
　
　
　
　
（
背
） 

73E
JT1:80

39　

  

河
南
郡
雒
陽
宜
歲
里
王
富　
　

乘
騩
牡
馬
一
匹
、

車
一
兩
、
弩
一
、
大
丸
一
、

　

＝
矢
五
十
枚
、
刀
劍
各
一　

 
73E

JT1:6

雒
陽
か
ら
来
た
王
富
の
伝
の
写
し
が
簡
38
、
通
関
名
籍
が
簡
39
で
、
伝
の
裏
面
は
表

面
と
別
筆
、
通
関
名
籍
も
携
行
品
の
部
分
は
別
筆
で
あ
る
。
伝
は
先
述
の
よ
う
に
、

往
路
で
関
所
に
来
た
時
に
写
し
が
作
成
さ
れ
る
の
で
、
簡
38
の
表
面
は
往
路
に
て
作

成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
別
筆
の
裏
面
は
復
路
で
の
追
記
と
な
ろ

う
。
居
延
方
面
か
ら
の
南
行
を
意
味
す
る
「
入
」
も
こ
れ
が
復
路
で
の
追
記
で
あ
る

こ
と
を
示
す
。
簡
39
の
上
部
の
本
人
情
報
の
部
分
は
簡
38
の
ど
ち
ら
の
面
と
も
筆
跡

が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
簡
39
の
別
筆
部
分
の
「
大
」
字
は
簡
38
表
面
の
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「
大
」と
よ
く
似
て
い
る
。
も
し
も
簡
39
の
別
筆
部
分
と
簡
38
の
表
面
が
同
一
筆
跡
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
王
富
が
往
路
で
金
関
に
到
着
し
た
際
に
、
伝
の
写
し
で
あ
る
簡
38

を
作
成
す
る
と
同
時
に
、
通
関
名
籍
で
あ
る
簡
39
に
王
富
の
携
行
す
る
馬
・
馬
車
・

武
器
の
詳
細
を
追
記
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
簡
39
の
上
段
は
こ

の
時
点
ま
で
に
既
に
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
王
富
が
雒
陽
か
ら

持
参
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
の
通
関
名
籍
も
通
関
者
が
雒
陽
か
ら
持
参
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

44　

  

河
南
郡
雒
陽
樂
歲
里
公
乘
蘇
之
、
年
廿
六
、
長
七
尺
二
寸
、
黑
色　

弓
一
、
矢
十

　

＝
二　

乘
方
相
一
乘
、
馬
騩
牡
齒
十
歲　

九
月
甲
辰
出
卩 
73E

JT30:266

携
行
品
の
「
弓
一
矢
十
二
」
と
出
関
記
録
の
「
九
月
甲
辰
出
」
は
同
筆
で
、
他
の
部

分
と
は
別
筆
で
あ
る
。「
九
月
甲
辰
出
」
の
「
出
」
は
肩
水
金
関
を
居
延
方
面
に
北
行

す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
洛
陽
か
ら
来
た
蘇
之
の
場
合
は
往
路
に
当
た
る
。
そ
う
す

る
と
こ
の
出
関
記
録
「
九
月
甲
辰
出
」
と
「
弓
一
矢
十
二
」
は
初
め
て
金
関
に
き
た

と
き
に
記
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
以
外
の
部
分
は
金
関
到
着
以
前
か
ら

書
か
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
場
合
、
蘇
之
が
出
発
地
の
雒
陽
か
ら

持
参
し
て
き
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
通
関
名
籍
を
通
関
者
自
身
が
持
参
し
て
く
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
そ
の
通
関
名
籍
を
旅
行
者
で
あ
る
民
が
作
成

し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
通
行
証
が
発
給
さ
れ
る
と
き
に
一
緒
に
作
成
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
関
所
の
通
過
記
録
で
あ
る
通
関
名
籍
の
作
成
時
期
に
つ
い
て
整
理

す
る
と
、
伝
と
共
に
作
成
、
往
路
に
て
関
吏
が
作
成
、
復
路
に
て
関
吏
が
作
成
、
と

い
う
三
つ
の
作
成
時
期
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
筆
跡
に
着
目
す
る
と
、
通
関
名
籍
の

㋐
本
人
情
報
、
㋑
往
路
で
の
通
関
日
付
、
㋒
復
路
で
の
通
関
日
付
の
筆
跡
、
に
異
同

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
本
文
所
掲
の
例
で
説
明
す
る
と
、
前
掲
簡
23
で
は
㋐
と
㋑

と
㋒
が
全
て
異
筆
、
簡
24
で
は
㋐
と
㋑
が
同
筆
で
㋒
が
別
筆
、
簡
40
、
簡
42
、
簡
44

で
は
㋐
と
㋑
が
別
筆
で
㋒
は
記
載
な
し
、
簡
28
で
は
㋐
と
㋑
が
同
筆
で
㋒
は
記
載
な

し
、
簡
32
で
は
㋐
と
㋒
が
別
筆
で
㋑
は
記
載
な
し
、
簡
31
で
は
㋐
と
㋒
が
同
筆
で
㋑

は
記
載
な
し
、
簡
35
、
簡
41
で
は
㋑
㋒
が
記
載
な
し
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
筆
跡
の

異
同
を
整
理
す
る
と
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

筆跡型 本人情報 往路通関日付 復路通関日付
22 筆跡 A 筆跡 B（追記） 筆跡 C（再追記）簡 23
20 筆跡 A 筆跡 B（追記） 記載なし 簡 40、簡 42、簡 44
12 筆跡 A 筆跡 A 筆跡 B（追記） 簡 24
10 筆跡 A 筆跡 A 記載なし 簡 28
02 筆跡 A 記載なし 筆跡 B（追記） 簡 32
01 筆跡 A 記載なし 筆跡 A 簡 31
00 筆跡 A 記載なし 記載なし 簡 35、簡 41
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筆
跡
型
の
二
桁
の
数
字
は
、
一
の
位
が
復
路
で
の
通
関
日
付
、
十
の
位
が
往
路
で
の

通
関
日
付
に
つ
い
て
筆
跡
の
状
況
を
示
し
、
2
は
本
人
情
報
と
は
別
筆
（
つ
ま
り
追

記
）、
1
は
本
人
情
報
と
同
筆
（
つ
ま
り
通
関
名
籍
作
成
時
点
で
記
載
）、
0
は
記
載
無
し

を
表
す
。
先
に
述
べ
た
通
関
名
籍
の
三
つ
の
作
成
時
期
と
こ
れ
ら
の
筆
跡
の
異
同
か

ら
、
通
関
名
籍
の
作
成
と
通
関
記
録
の
記
入
の
手
順
は
次
の
よ
う
に
復
元
で
き
る
。

こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
筆
跡
型
01
で
あ
る
。
こ
の
筆
跡
型
の
通
関
名
籍
は
、
復

路
で
名
籍
を
作
成
し
て
通
関
記
録
を
記
入
す
る
と
い
う
手
順
で
作
成
さ
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
往
路
で
は
通
関
名
籍
を
作
成
し
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
手
順
で
作
成
さ
れ
た
も
の
が
後
述
の
一
七
九
例
中
に

一
二
例
確
認
で
き
た
（
六
・
八
％
）。
復
路
で
の
関
所
通
過
の
際
に
通
関
名
籍
を
作
成

す
る
だ
け
で
、
果
た
し
て
交
通
検
察
と
し
て
実
効
性
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
強
い
疑

念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

お
わ
り
に

金
関
遺
址
（
A
32
）
お
よ
び
莫
当
燧
遺
址
（
T
16838
）
出
土
の
通
関
名
籍
で
、
吏
卒
で

は
な
い
者
、
且
つ
、
簡
牘
に
欠
損
が
ほ
ぼ
無
く
記
載
内
容
が
ほ
ぼ
全
て
解
読
で
き
る

例
を
集
め
る
と
一
七
九
例
確
認
で
き
た
。
こ
の
通
関
名
籍
一
七
九
例
の
分
析
状
況
は

別
稿
に
て
述
べ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
一
七
九
例
の
通
関
名
籍
の
出
関
お
よ
び
入

関
の
日
付
記
載
の
状
況
の
集
計
結
果
の
み
示
し
て
お
こ
う
。

筆
跡
型

通
関
名
籍
の
作
成
お
よ
び
通
関
記
録
記
載
の
手
順

22

事
前
に
名
籍
を
作
成
し
金
関
に
持
参
。
往
路
で
通
関
記
録
を
追
記
。
復
路
で
も
通

関
記
録
を
追
記
。

20

事
前
に
名
籍
を
作
成
し
金
関
に
持
参
。
往
路
で
通
関
記
録
を
追
記
。

12

往
路
で
名
籍
を
作
成
し
通
関
記
録
を
記
入
。
復
路
で
通
関
記
録
を
追
記
。

10

往
路
で
名
籍
を
作
成
し
通
関
記
録
を
記
入
。

02

事
前
ま
た
は
往
路
で
名
籍
を
作
成
。
復
路
で
通
関
記
録
を
追
記
。

01

復
路
で
名
籍
を
作
成
し
通
関
記
録
も
記
入
。

00

事
前
ま
た
は
往
路
あ
る
い
は
復
路
で
名
籍
を
作
成
。

通関日付の有無 事例数 割合
往路の通関日付 復路の通関日付

あり あり 17 9.5％
あり 無し 37 20.7％
無し あり 37 20.7％
無し 無し 88 49.2％

合計 179

日付の記載状況 事例数 割合
関出入の日付あり 91 50.8％
　　うち、往路の通関日付あり 54 30.2％
　　うち、復路の通関日付あり 54 30.2％
関出入の日付無し 88 49.2％
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関
所
の
通
過
記
録
と
し
て
作
成
さ
れ
た
通
関
名
籍
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
瞥

し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
関
所
を
通
過
し
た
日
付
の
記
録
の
全
く
無
い
も
の
が
半
分

近
く
を
占
め
る
と
い
う
驚
く
べ
き
状
況
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
代
の
関
所
に
お

け
る
交
通
検
察
の
在
り
方
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
通
関
名
籍
の

五
割
強
に
は
日
付
記
載
が
あ
る
も
の
の
、
往
路
・
復
路
と
も
に
通
関
日
付
が
あ
る
割

合
は
一
割
に
も
届
か
な
い
。
逆
に
言
う
と
、
往
路
と
復
路
両
方
の
通
関
日
付
が
揃
っ

て
い
な
い
通
関
名
籍
が
全
体
の
九
割
以
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

加
え
て
、
往
路
で
通
関
名
籍
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
さ
え
あ
っ
た
こ
と
、
先
述
の

通
り
で
あ
る
。

通
関
名
籍
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
、
率
直
に
言
っ
て
、
肩
水
金
関

に
お
け
る
交
通
検
察
の
実
効
性
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
如
何

な
る
検
察
が
行
わ
れ
た
の
か
、
金
関
に
お
け
る
交
通
検
察
の
力
点
は
何
処
に
あ
っ
た

の
か
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

注①　
吏
民
亡
、
盈
卒
歲
、
耐
、
不
盈
卒
歲
、
𣪠
城
旦
舂
（
以
下
略
）

 

解
釈
は
、
冨
谷
至
編
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
號
墓
出
土
漢
律
令
の
研
究
』（
朋
友
書

店  

二
〇
〇
六
）
に
拠
る
。

②　

本
文
所
掲
の
簡
15
は
長
安
在
住
の
某
弘
が
発
給
し
て
も
ら
っ
た
伝
で
、発
給
が
五
鳳

二
年
（
前
五
六
）
六
月
、
肩
水
金
関
通
過
が
三
年
三
月
と
な
っ
て
い
て
、
一
一
ヶ
月
弱

（
五
鳳
二
年
八
月
置
閏
）
か
け
て
、
長
安
か
ら
居
延
に
行
っ
て
い
る
。

③　

大
庭
脩
『
木
簡
』（
学
生
社　

一
九
七
九
）、
大
庭
脩
編
著
『
木
簡　
【
古
代
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
】』（
大
修
館
書
店　

一
九
九
八
）
な
ど
に
発
見
状
況
が
概
説
さ
れ
て
い

る
。

④　

通
行
証
に
関
す
る
研
究
は
枚
挙
に
遑
が
無
い
の
で
、
こ
こ
で
は
最
新
の
研
究
と
し

て
、郭
偉
濤
「
漢
代
的
伝
与
肩
水
金
関
」（
中
国
社
会
科
学
院
簡
帛
研
究
中
心
他
編
『
簡

帛
研
究　

二
〇
一
八
・
春
夏
巻
・
』
廣
西
師
範
大
学
出
版
社　

二
〇
一
八
）
を
挙
げ
る

に
留
め
る
。
通
行
証
を
考
察
し
た
論
文
に
つ
い
て
は
、郭
偉
濤
論
文
二
四
四
頁
の
注
を

参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、筆
者
も
肩
水
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
に
つ
い
て
基
本
的
整

理
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
肩
水
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
」（
拙
編
『
古
代

中
世
東
ア
ジ
ア
の
関
所
と
交
通
制
度
』
立
命
館
大
学　

二
〇
一
七
。
ま
た
、武
漢
大
学

簡
帛
研
究
中
心
《
簡
帛
網
》h

ttp
://w

w
w

.bsm
.org.cn

/sh
ow

_article.

ph
p?id=2813

）。

⑤　

通
関
名
籍
を
分
析
す
る
こ
と
で
漢
代
辺
境
の
関
所
に
お
け
る
通
関
検
察
の
実
態
を

解
明
し
よ
う
と
し
た
研
究
と
し
て
、
李
均
明
「
漢
簡
所
見
出
入
符
、
伝
与
出
入
名
籍
」

（
初
出
一
九
八
三　

同
『
初
学
録
』
蘭
台
出
版
社　

一
九
九
九　

所
収
）、
佐
原
康
夫

「
居
延
漢
簡
に
見
え
る
肩
水
金
関
に
つ
い
て
」（
永
田
英
正
編
『
平
成
4
年
度
科
学
研
究

費
補
助
金
総
合
研
究
（
Ａ
）
研
究
成
果
報
告
書　

中
国
出
土
文
字
資
料
の
基
礎
的
研

究
』
一
九
九
三
）、
畑
野
吉
則
「
漢
代
の
下
級
部
署
に
お
け
る
日
常
業
務
と
情
報
処
理

―
関
所
の
通
関
業
務
と
出
入
記
録
簡

―
」（
愛
媛
大
学
「
資
料
学
」
研
究
会
『
資

料
学
の
方
法
を
探
る
（
13
）』
二
〇
一
四
）
な
ど
が
あ
る
。

⑥　

前
掲
拙
稿
「
肩
水
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
」

⑦　

従
者
で
あ
る
民
が
同
行
者
と
し
て
記
載
さ
れ
る
例
が
一
例
の
み
あ
る
。
た
だ
し
、当

舎
伝
舎
通
行
証
で
同
行
者
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
例
だ
け
で
、
さ
ら
に
、
こ
の

例
は
将
兵
護
民
田
官
居
延
都
尉
章
の
発
信
で
あ
る
こ
と
か
ら
、何
ら
か
の
理
由
に
因
る

例
外
的
事
例
と
考
え
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

 

　
　

  

地
節
三
年
正
月
戊
午
朔
己
卯
、
將
兵
護
民
田
官
居
延
都
尉
章
・
居
延
右
尉
可
置
行

　

＝
丞
事
謂
過
所
縣
道
河
津
關
。
遣
從
史
畢
、
歸
取
衣
用

 

　
　

  

隴
西
郡
。
興
小
婢
利
主
、
從
者
刑
合
之
・
趙
奇
俱
、
乘
所
占
用
四
匹
。
當
舍
傳　

　

＝
舍
。
如
律
令
。
／
掾
定
・
屬
延
壽
・
給
事
佐
充
宗　
　
　
（
正
）

 

　
　

  

章
曰
居
延
都
尉
章

 
　
　

  

五
月
乙
亥
、
卒
史
孫
畢
以
來　
（
背
） 

73E
JT24:264+269

 
綴
合
は
、
伊
強
「《
肩
水
金
関
漢
簡
（
貳
）》
綴
合
二
則
」（
簡
昂
網
二
〇
一
四

－

一
二

－

三
一
）
に
拠
る
。

⑧　

元
鳳
二
年
二
月
癸
卯
、
居
延
與
金
關
爲
出
入
六
寸
符
。
券
齒
百
。

 

　

  

從
第
一
至
千
。
左
居
官
、
右
移
金
關
。
符
合
以
從
事
。
第
九
百
五
十
九73E

JT26:16



六
八

340

⑨　

次
の
通
関
名
籍
に
は
「
符
第
六
百
八
」
と
あ
る
の
で
、出
入
六
寸
符
に
よ
る
関
所
通

過
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、
ま
た
、
賈
陵
が
民
で
あ
れ
ば
、
出
入
六
寸
符
を
民
が
使
用

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

 

　
　

  
…
里
賈
陵
、
年
卅
、
長
七
尺
三
寸
、
黑
色
、
牛
車
一
兩　

符
第
六
百
八
一

 
11

・4

（A33

）

 

た
だ
し
、
賈
陵
が
吏
卒
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
し
、
こ
の
「
符
第
六
百
八
」
の
「
符
」

が
本
文
所
掲
の
簡
1
や
簡
2
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、こ
の
通
関
名
籍
が
出
入
六

寸
符
に
よ
る
民
の
通
関
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑩　
「
葆
」
は
信
任
を
得
て
傭
わ
れ
た
者
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
簡
讀
研
究
班
編

『
漢
簡
語
彙　

中
国
古
代
木
簡
辞
典
』
岩
波
書
店　

二
〇
一
五
）
な
ど
と
さ
れ
る
が
、

制
度
的
に
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
理
解
の
他
に
も
、
人
質

（
張
政

「
秦
律
『
葆
子
』
釈
義
」『
文
史
』
九　

一
九
八
〇
）、
庸
保
（
裘
錫
圭
「
新

発
現
的
居
延
漢
簡
的
幾
個
問
題
」
初
出
一
九
七
九  
同
『
裘
錫
圭
学
術
文
集　

2　

簡

牘
帛
書
巻
』
復
旦
大
学
出
版
社　

二
〇
一
二　

所
収
）、
担
保
・
保
証
（
李
均
明
「
漢

代
屯
戍
遺
簡
『
葆
』
解
」
同
『
初
学
録
』
蘭
台
出
版
社　

一
九
九
九　

所
収
）
な
ど
の

説
が
あ
る
が
、
次
掲
の
通
関
名
籍
で
は
吏
の
妻
が
そ
の
吏
の
葆
に
な
っ
て
い
て
、
葆
が

制
度
上
如
何
な
る
者
な
の
か
検
討
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
。

　

右
大
尉
書
吏
耿
昌
葆　

妻
昭
武
久
長
里
耿
經
、
年
二
十
、八
月
十
六
日
北
嗇
夫
博
出

 
73E

JF3:245+497

⑪　

酒
泉
郡
、
武
帝
太
初
元
年
開
。
莽
曰
輔
平
。
戶
萬
八
千
一
百
三
十
七
、
口
七
萬

六
千
七
百
二
十
六
。
縣
九
…
…
綏
彌
（『
漢
書
』
卷
二
八
下　

地
理
志
下
）

⑫　

綴
合
は
、
謝
坤
「
讀
肩
水
金
関
漢
簡
札
記
（
三
）」（
簡
帛
網
）
に
拠
る
。

⑬　

金
関
出
土
の
伝
の
中
に
一
例
の
み
官
奴
に
発
給
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

 

　
　

  

建
平
元
年
九
月
庚
寅
朔
丁
未
、
掾
音
敢
言
之
。
官
大
奴
杜
勝
自
言
、
與
都
尉
五
官

　

＝
掾
石
博

 

　
　

  

葆
、
俱
移
簿
大
守
府
。
願
已
令
取
傳
。
謁
移
過
所
縣
道
河
津
關
、
毋
苛
留
。
如
律

　

＝
令
。
敢
言
之
。 

73E
JT37:780

⑭　

民
で
は
な
く
、赦
免
さ
れ
て
庶
人
と
な
っ
た
犯
罪
者
が
申
請
し
た
偃
検
に
は
故
鄕
に

帰
る
た
め
の
通
行
証
と
し
て
の
も
の
も
あ
る
。

 

　
　

  

河
平
四
年
二
月
甲
申
朔
丙
午
、倉
嗇
夫
望
敢
言
之
。
故
魏
郡
原
城
陽
宜
里
王
禁
自

　

＝
言
、
二
年
戍
屬
居
延
。
犯
法
論
。
會
正
月
甲
子
赦

 

　
　

  

令
、
免
爲
庶
人
。
願
歸
故
縣
。
謹
案
、
律
曰
、
徒
事
已
、
毋
糧
、
謹
故
官
爲
封
偃

　

＝
檢
、
縣
次
續
食
、
給
法
所
當
得
。
謁
移
過
所
津
關
、
毋

 

　
　

苛
留
止
。
原
城
收
事
。
敢
言
之
。

 

　
　

  

二
月
丙
午
、
居
令
博
移
過
所
。
如
律
令
。　

掾
宣
・
嗇
夫
望
・
佐
忠

 
73E

JT3:55

⑮　

□
願
以
令
取
致
籍
、
遺
猛
衣
用
。
唯
廷
移
卅
井
縣
索
金
關
出
入
。
敢
言
之
。

 
73E

JH
2:6+26

 

綴
合
は
何
有
祖「
讀
肩
水
金
関
漢
簡
札
記（
三
則
）」（
簡
帛
網
二
〇
一
六

－

一

－

一
二
）

に
拠
る
。

⑯　

致
籍
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
幾
つ
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
理
解
も
問
題
を
含
む
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
致
籍
は
片
道
用
の
通
行
証
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
人
や
馬

な
ど
の
戸
籍
登
録
や
登
記
の
変
更
に
関
わ
る
文
書
と
い
う
点
が
そ
の
本
質
だ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
前
掲
拙
稿
「
肩
水
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
」
二
〇
九
〜
二
一
二
頁
。

⑰　

命
者
に
つ
い
て
は
、保
科
季
子
「
亡
命
小
考

―
秦
漢
に
お
け
る
罪
名
確
定
手
続
き

―
」（
前
掲
冨
谷
至
編
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
號
墓
出
土
漢
律
令
の
研
究
』
所
収
）

参
照
。

⑱　

簡
14
で
は
、
小
奴
に
つ
い
て
は
官
獄
徴
事
の
有
無
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、

次
掲
の
例
で
は
、奴
婢
で
官
獄
徴
事
が
な
い
と
し
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
者
と
挙

げ
ら
れ
て
い
な
い
者
の
両
方
が
存
在
す
る
。
或
い
は
、奴
婢
に
つ
い
て
官
獄
徴
事
の
有

無
確
認
の
対
象
と
な
る
か
否
か
の
基
準
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、単
な
る
書
き
落

と
し
と
ひ
と
ま
ず
考
え
て
お
き
た
い
。

 

　
　

  
五
鳳
元
年
六
月
戊
子
朔
己
亥
、
西
鄕
嗇
夫
樂
敢
言
之
。
大
昌
里
趙
延
自
言
、
爲
家

　

＝
私
使
居
延
。
與
妻
平
・
子
小
男
偃
・
登
・
大
奴
同
・
婢
瓅
・
綠
。
謹
案
、
延
・

 

　
　

  

平
・
偃
・
登
・
便
・
同
・
綠
毋
官
獄
徵
事
、
當
得
取
傳
。
乘
家
所
占
用
馬
五
匹
・
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＝

車
四
乘
。
謁
移
過
所
肩
水
金
關
・
居
延
。
敢
言
之
。

 
　
　

  

六
月
己
亥
、
屋
蘭
守
丞
聖
光
移
過
所
肩
水
金
關
・
居
延
。
毋
苛
留
。
如
律
令
。
／

　

＝
掾
賢
・
守
令
史
友 

73E
JT37:0521

⑲　

伝
申
請
に
際
し
て
の
父
老
や
里
正
に
よ
る
保
証
に
つ
い
て
は
、劉
欣
寧
「
漢
代
『
傳
』

中
的
父
老
與
里
正
」（『
早
期
中
國
史
研
究
』
八
―
二　

二
〇
一
六
）
参
照
。

⑳　

綴
合
は
、姚
磊
「《
肩
水
金
関
漢
簡
（
肆
）》
綴
合
（
三
）」（
簡
帛
網
二
〇
一
六

－

一

－

二
二
）
に
拠
る
。

㉑　

前
掲
拙
稿
「
肩
水
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
」
二
三
八
、
二
七
三
頁
。

㉒　

簡
20
に
は
「
名
縣
爵
里
官
除
年
姓
如
牒
」
と
あ
る
が
、こ
れ
は
派
遣
さ
れ
る
出
張
者

の
本
人
情
報
で
あ
っ
て
、
通
行
証
取
得
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
記
載
で
は
な
い
。

㉓　

簡
21
で
は
「
金
城
里
任
安
」
と
あ
る
の
み
で
、任
安
が
葆
で
あ
る
こ
と
は
明
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、「
謹
案
、
安
縣
里
年
姓
所
葆
持
如
牒
」
の
記
載
よ
り
任
安
が
葆
で
あ
る

と
解
釈
し
た
。「
謹
案
、
安
縣
里
年
姓
所
葆
持
如
牒
」
は
こ
の
通
行
証
の
対
象
と
な
る

人
物
の
資
格
審
査
の
結
果
を
記
し
た
部
分
に
当
た
り
、
こ
の
場
合
、
任
安
と
通
行
証
を

別
に
発
給
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
肩
水
候
長
以
外
に
出
張
者
は
い
な
い
の
で
、「
謹
案
、

安
縣
里
年
姓
所
葆
持
如
牒
」は
任
安
に
つ
い
て
の
記
載
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う

す
る
と
、「
所
葆
持
」
は
任
安
を
葆
と
し
て
い
る
人
物
を
指
す
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

㉔　

簡
22
と
同
じ
く
吏
の
葆
と
し
て
吏
の
公
務
出
張
に
同
行
す
る
場
合
で
も
、民
自
身
に

よ
る
申
請
で
は
な
く
、
次
掲
の73E
JH
2:54

の
よ
う
に
、
吏
を
派
遣
す
る
官
が
郷
に

代
わ
っ
て
県
に
伝
発
給
を
申
請
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
は「
遣
佐
常
爲
郡
將

轉
輸
居
延
、
與
葆
同
縣
安
國
里
徐
奴
」
と
あ
る
よ
う
に
、
官
が
佐
常
と
徐
奴
の
派
遣
を

決
定
し
て
い
た
た
め
に
、
官
が
徐
奴
の
伝
の
申
請
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

吏
が
申
請
す
る
場
合
で
も
、
当
該
の
民
の
官
獄
徴
事
の
有
無
は
、
民
自
身
が
申
請
す
る

場
合
と
同
様
に
、
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

　
　

  

元
康
二
年
六
月
戊
戌
朔
辛
亥
、
佐
昌
敢
言
之
。
遣
佐
常
、
爲
郡
將
轉
輸
居
延
。
與

　

＝
葆
同
縣
安
國
里
徐
奴
、
年
十
五
歲
、
俱
。
乘
家
所
占
畜
馬
一
匹
・

 

　
　

  

一
乘
。
謹
案
、
奴
毋
官
獄
徵
事
、
當
得
取
傳
。
謁
移
過
所
縣
邑
…
…　
（
正
）

 

　
　

  

七
月
辛
巳
、
佐
常
以
來　
（
背
）　

 
73E

JH
2:54

㉕　

前
掲
拙
稿
「
肩
水
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
」
二
三
八
、
二
七
五
〜
二
七
七
頁
。

㉖　

書
到
出
入
通
行
証
は
出
張
者
が
そ
れ
を
携
帯
す
る
の
で
は
な
く
、出
張
者
の
関
所
通

過
を
通
知
す
る
書
到
出
入
通
行
証
を
出
張
命
令
者
が
事
前
に
金
関
に
送
付
し
た
。前
掲

拙
稿
「
肩
水
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
」
二
七
七
〜
二
七
八
頁
。

㉗　

劉
欣
寧
は
簡
31
を
伝
で
あ
る
簡
30
に
添
附
さ
れ
た
「
牒
」
と
理
解
す
る
（
劉
欣
寧
前

掲
「
漢
代
『
傳
』
中
的
父
老
與
里
正
」
六
四
頁
）。
も
し
も
、
伝
に
添
附
さ
れ
た
牒
で

あ
る
な
ら
ば
、
伝
と
一
緒
に
旅
行
者
が
終
始
携
帯
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

関
所
で
の
検
察
で
、
伝
は
そ
の
写
し
を
作
成
し
、
牒
の
み
回
収
す
る
と
い
う
の
は
、
幾

分
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、劉
欣
寧
が
簡
31
を
伝
の
牒
と
見
な
す
根
拠

の
一
つ
に
、
伝
本
文
に
「
名
縣
爵
里
年
姓
長
物
色
如
牒
」（73E

JT32:3

）
と
あ
る
こ

と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
簡
31
の
記
載
内
容
と
丁
度
一
致
す
る73E

JT32:3

は
書
到
出

入
通
行
証
の
文
言
で
あ
っ
て
伝
の
文
言
で
は
な
い
。
確
か
に
、簡
8
の
よ
う
に
伝
に
も

「
如
牒
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
簡
30
に
こ
の
文
言
は
無
い
。
そ
れ
故
、
簡
31

を
簡
30
に
添
附
さ
れ
た
牒
と
見
な
す
こ
と
に
は
賛
同
で
き
な
い
。

㉘　

通
関
名
籍
に
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、通
行
証
の
印
文
記
録
は
記
載
さ
れ
な
い
。
記
載

さ
れ
て
い
る
例
は
少
な
い
が
、
簡
28
の
他
に
も
次
の
例
が
あ
る
。

 

　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
是
宰
之
印　

作
者
樂
得
廣
昌
里
張
欽
年
三
十

 

　
　

  

錯
田
表
是
常
安
善
居
里
李
欽
年
三
十　
　
　

大
車
一
兩

 

　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

用
牛
二
頭 

十
二
月
庚
子
入

 
73E

JF1:30+28

 

　
　

  

居
延
令
史
王
元　

居
延
丞
印
（
上
段
）

 

　
　

  

革
車
一
乘
、
用
馬
一
匹

牝
、
齒
十
二
歲
、
高
六
尺
（
中
段
）

 

　
　

十
月
癸
丑
南
嗇
夫
□
入
（
下
段
） 

73E
JT23:905

 
　
　

  

河
南
陽
武
樂
成
里
紀
岑
年
、
三
十
八　

樂
得
（
上
段
）

 
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丞
印

 

　
　

作
者
酒
泉
平
牛
里
任
匡
、
年
二
十　

十
一
月
壬
戌
北
嗇
夫
出　

十
二
月
三
日
南

 

　
　

大
車
一
兩
、
用
牛
二
頭
、
黑
勞
犗
、
八
歲
其
一
黃
齒
十
一　

卩
（
下
段
）（
正
）

 

　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卩
（
背
） 73E

JF3:178



七
〇

342

 

　
　

  

前
遂
大
夫
史
魯
陽
尚
里
龐
遒
葆　

樂
官
丞
印
（
上
段
）

 
　
　

從
者
尚
里
王
偉
、
年
亖
十　
　

八
月
丁
未
北
嗇
夫
昌
出

 
　
　

車
一
乘
、
用
馬
一
匹
、

、
齒
五
歲
、
高
六
尺
（
下
段
） 

73E
JF3:344

㉙　

綴
合
は
、姚
磊
「《
肩
水
金
関
漢
簡
（
肆
）》
綴
合
（
三
十
二
）」（
簡
帛
網
二
〇
一
六

－

八

－

七
）
に
拠
る
。

㉚　

綴
合
は
、謝
坤
「
讀
肩
水
金
關
漢
簡
札
記
（
六
）」（
簡
帛
網
二
〇
一
六

－

二

－

二
五
）

に
拠
る
。

㉛　

因
み
に
、割
符
で
あ
る
家
属
符
を
使
っ
た
関
所
通
過
で
も
出
入
記
録
が
作
ら
れ
た
と

思
し
き
例
が
あ
る
の
で
、
符
に
よ
る
関
所
の
出
入
の
場
合
も
、
通
関
名
籍
が
作
成
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
。

 

　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

母
昭
武
平
都
里
虞
儉
、
年
五
十

 

　
　

  

橐
他
南
部
候
史
虞
憲　
　
　
　
　
　
　
　

妻
大
女
醜
、
年
廿
五　
　

大
車
一
兩

 

　
　

  

建
平
四
年
正
月
家
屬
出
入
盡
十
二
月
符　

子
小
女
孫
子
、
年
七
歲　

用
牛
二
頭

 

　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
小
男
馮
子
、
年
四
歲　

用
馬
一
匹

 
73E

JT37:758

 

　
　

  

通
道
亭
長
虞
憲　

母
昭
武
平
都
里
虞
俠
、
年
五
十　

十
一
月
壬
寅
、
候
史
□
□

 

十
二
月
丁
巳
北
、
嗇
夫
豐
出

 
73E

JT37:1514

 

た
だ
し
、
符
と
通
関
名
籍
で
虞
憲
の
配
属
先
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

こ
の
場
合
は
、そ
の
よ
う
な
事
情
故
に
例
外
的
に
通
関
名
籍
が
作
成
さ
れ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
、内
地
か
ら
長
城
警
備
に
就
役
す
る
た
め
に
居
延
に
来
た
卒
に
つ
い
て

は
、
出
発
地
の
郡
県
が
通
関
用
の
名
籍
を
作
成
し
、
引
率
者
に
持
参
さ
せ
て
金
関
に
提

出
し
た
こ
と
が
次
の
簡
か
ら
わ
か
る
。

 

　
　

  

…
…

 

　
　

  

卒
張
掖
居
延
移
肩
水
金
關
、
卒
當
出
關
名
籍
一
編
。
如
律
令　
（
正
）

 

　
　

  

淮
陽
令
印　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
背
） 

73E
JT37:738

 

な
お
、73E

JT37:758

と73E
JT37:1514

に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
肩
水
金
関
遺

址
出
土
の
通
行
証
」
一
九
三
頁
参
照
。

32　

出
入
簡
記
録
の
記
載
項
目
は
、
李
均
明
前
掲
「
漢
簡
所
見
出
入
符
、
傳
與
出
入
名

籍
」、
佐
原
康
夫
前
掲
「
居
延
漢
簡
に
見
え
る
肩
水
金
関
に
つ
い
て
」、
畑
野
吉
則
前
掲

「
漢
代
の
下
級
部
署
に
お
け
る
日
常
業
務
と
情
報
処
理

―
関
所
の
通
関
業
務
と
出
入

記
録
簡

―
」
な
ど
で
も
整
理
さ
れ
て
い
る
。

33　

前
者
の
例
と
し
て
は
、
本
文
所
掲
簡
42
の
「
千
秋
葆
」
や
、
注
28
所
掲
の

73E
JF1:30+28

の
「
錯
田
」、
後
者
の
例
と
し
て
は
、
注
28
所
掲
の73E

JT23:905

、

73E
JF3:178

、73E
JF3:344

が
あ
る
。

34　

十
二
、
相
國
議
、
關
外
郡
買
計
獻
馬
者
、
守
各
以
匹
數
告
買
所
内
史
郡
守
、
内
史
郡

守
謹
籍
馬
職
（
識
）
物
、
齒
、
高
、
移
其
守
、
及
爲
致
告
津
關
、
津
關
案
閲
出
、
它
如

律
令
。
御
史
以
聞
、
請
許
、
及
諸
乘
私
馬
出
、
馬
當
復
入
而
死
亡
、
自
言
在
縣
官
、
縣

官
診
及
獄
訊
審
死
亡
、
皆
【
告
】
津
關
、
制
曰
可
。

 
 

張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
五
〇
九
＋
五
〇
八

 

□
、
御
史
請
諸
出
入
津
關
者
、
皆
入
傳
、
書
郡
縣
里
年
長
物
色
疵
瑕
見
外
者
及
馬
職

（
識
）
物
關
舍
人
占
者
、
津
關
謹
閲
、
出
入
之
。
縣
官
馬
勿
職
（
識
）
物
者
、
與
出
同

罪
。
●
制
曰
可
。 

張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
四
九
八
〜
四
九
九

35　

通
関
名
籍
の
作
成
手
順
に
つ
い
て
は
、畑
野
吉
則
前
掲
「
漢
代
の
下
級
部
署
に
お
け

る
日
常
業
務
と
情
報
処
理

―
関
所
の
通
関
業
務
と
出
入
記
録
簡

―
」も
筆
跡
の
異

同
を
手
掛
か
り
に
考
察
し
て
い
る
。

36　

こ
の
点
に
つ
い
て
、簡
31
と
は
別
に
往
路
に
お
い
て
も
通
関
名
籍
は
作
成
さ
れ
て
い

た
が
出
土
し
て
い
な
い
だ
け
、
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
簡
23
に
は

往
路
・
復
路
両
方
の
通
関
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
関
記
録
が
往
路
と
復
路
で
別
々

に
作
成
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
逆
に
次
の
二
例
は
、往
路
で
関
所
を
通
過
し
た
際

に
は
通
行
証
の
写
し
が
作
成
さ
れ
た
だ
け
で
、通
関
名
籍
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
示
す
。

 

　
　

  
元
延
二
年
二
月
丙
申
、
居
延
守
令
城
騎
千
人
敞
・
丞
忠
移
過
所
縣

 

　
　

  

關
。
遣
都
阿
亭
長
徐
光
、
以
詔
書
送
徒
上
河
。
當
舍
傳
舍
從
者
。
如
律
令
。

 

　
　

  

三
月
壬
申
出
卩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掾
陽
・
守
令
史
陽
・
佐
賢
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73E

JT37:1070

 
　
　

  

五
鳳
四
年
十
二
月
丁
酉
朔
甲
子
、
佐
安
世
敢
言
之
。
遣
第
一
亭
長
護
衆
、
逐
命
張

　

＝
掖
・
酒
泉
・
敦
煌
・
武
威
・
金
城
郡
中
。
與
從
者
安
樂
里
齊
赦
之
、

 

　
　

  
乘
所
占
用
馬
一
匹
、

車
一
乘
。
謁
移
過
所
縣
道
河
津
金
關
、
勿
苛
留
。
如
律

　

＝
令
。
敢
言
之
。

 

　
　

  

十
二
月
甲
子
、
居
延
令
弘
・
丞
移
過
所
。
如
律
令
。
／
令
史
可
置
・
佐
安
世
。

　

＝
正
月
己
卯
入 

（
正
）

 

　
　

  　
　
　
　
　

…
…　
　
（
背
） 

72E
B

S7C
:1

（A22

）

 
73E

JT37:1070

は
居
延
守
令
が
都
阿
亭
長
徐
光
を
派
遣
し
た
当
舎
伝
舎
通
行
証
で
あ

る
が
、
筆
記
者
の
名
前
が
表
面
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
写
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
肩
水
金
関
を
北
に
通
過
し
た
記
録
「
三
月
壬
申
出
卩
」
は
伝
の
写
し
と
は
別
筆
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
場
合
は
、
都
阿
亭
長
徐
光
が
往
路
で
肩
水
金
関
を
通
過
し
た
際

に
通
行
証
の
写
し
が
作
成
さ
れ
、
復
路
で
再
度
金
関
を
通
過
し
た
際
に
、
往
路
で
作
成

さ
れ
て
い
た
通
行
証
の
写
し
に
復
路
の
通
過
記
録
を
追
記
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。そ
れ

故
、
往
路
で
は
通
関
名
籍
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

 

　

二
例
目
の72E

B
S7C

:1

は
A
22
の
出
土
で
、
北
に
隣
接
す
る
A
21
は
居
延
県
索

関
な
の
で
、
こ
の
簡
は
A
21
で
作
成
さ
れ
た
あ
と
A
22
に
運
ば
れ
た
か
、
関
所
機
能

が
こ
の
時
は
A
22
に
移
転
し
て
い
た
か
で
あ
ろ
う
。72E

B
S7C

:1

は
居
延
県
の
第
一

亭
長
護
衆
を
派
遣
し
た
毋
苛
留
止
通
行
証
で
、筆
記
者
名
が
表
面
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
写
し
と
わ
か
る
。「
正
月
己
卯
入
」
は
関
所
を
通
過
し
た
記
録
で
あ
る
が
、
居

延
県
索
関
の
場
合
は
居
延
方
面
へ
の
北
行
が
「
入
」、
金
関
方
面
へ
の
南
行
が
「
出
」

に
な
る
の
で
、「
正
月
己
卯
入
」
は
復
路
で
の
通
過
記
録
と
な
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
場

合
は
、第
一
亭
長
護
衆
が
往
路
で
県
索
関
を
通
過
し
た
際
に
通
行
証
の
写
し
が
作
成
さ

れ
、
復
路
で
再
度
通
過
し
た
と
き
に
「
正
月
己
卯
入
」
が
追
記
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
場
合
も
往
路
で
通
関
名
籍
は
作
成
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

37　

前
掲
拙
稿
「
肩
水
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
」
二
四
〇
〜
二
四
一
頁
。

38　

T
168
か
ら
は
元
帝
建
昭
二
年
（
前
三
七
）
か
ら
成
帝
陽
朔
元
年
（
前
二
七
）
ま
で
の

日
付
を
持
つ
通
行
証
が
幾
つ
も
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
期
間
、
肩
水
金
関
の
関
所
機
能

が
一
時
的
に
莫
当
燧
に
移
転
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
T
168
出
土
の
通
関

名
籍
も
集
成
の
対
象
と
し
た
。
前
掲
拙
稿
「
肩
水
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
」
二
八
七

〜
二
八
八
頁
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


